
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　という方でも安心のじっくり学べるカリキュラムじっくり学べるカリキュラム

訓 練 期 間 　平成２３年１０月２８日（金）～平成２４年１月２７日（金）　（３ヶ月間）　

訓 練 場 所
　アスプコンピュータスクール山形校
　山形市城南町１－１１－３　１Ｆ　（裏面案内図を参照）　
　電話：０２３－６４７－８１６６

定 員 　１０名（最少催行人員７名）
　定員を上回った場合は、面談のうえ抽選となります。

対 象 者
　身体又は精神に障がいを持つ方で、公共職業安定所に求職申し込みをして
　おり、就職を希望している方（公共職業安定所長の受講指示又は受講推薦
　が必要です。）

受 講 料
　無料です。
　ただし、訓練に必要なテキスト代及び職業訓練生総合保険料等の
　約１５，０００円は個人負担です。

募集締切日 　平成２３年１０月１７日（月）

説 明 会

　受講申し込みいただいた方に対し、説明会を行います。

　日　 時：　平成２３年１０月２１日（金）　１０時から
　　　　　　　※開始１０分前までに受付を済ませてください。
　場 　所：　山形県立山形職業能力開発専門校　（裏面案内図を参照）
　内 　容：　訓練内容の説明と面談を行います。
　持ち物：　筆記用具（鉛筆、ボールペン）

申 込 方 法
　求職の申し込みをしている公共職業安定所の担当者にご相談のうえ、
　お申し込みください。

【お問合せ先】
　　　〒９９０－２４７３　山形市松栄二丁目２番１号
　　　山形県立山形職業能力開発専門校　能力開発支援課
　　　　　　　　　ＴＥＬ：（０２３）６４４－９２２７　／　ＦＡＸ：（０２３）６４４－６８５０
　　　　　　　　　http://www.yamagatanoukai.jp/

【お問合せ先】
　　　〒９９０－２４７３　山形市松栄二丁目２番１号
　　　山形県立山形職業能力開発専門校　能力開発支援課
　　　　　　　　　ＴＥＬ：（０２３）６４４－９２２７　／　ＦＡＸ：（０２３）６４４－６８５０
　　　　　　　　　http://www.yamagatanoukai.jp/

身体または精神障がい者対象身体または精神障がい者対象

WebWeb制作スキルを身に付けて、再就職を目指そう！制作スキルを身に付けて、再就職を目指そう！
　　　　　　　　　　

訓練コード：Ｓ００２Ｙ０２

【山形県離転職者等職業訓練】

山形市会場

　　



【訓練内容】【訓練内容】

【ご相談・お申込窓口】【ご相談・お申込窓口】

詳しくは、求職のお申込み
をしている公共職業安定所
にご相談ください。

【　説　明　会　場　】
期日：平成２３年１０月２１日（金）
場所：山形県立山形職業能力開発専門校
住所：山形市松栄２－２－１　
電話：０２３－６４４－９２２７
時間：午前１０時から　　　（※無料駐車場あり）

【　訓　練　会　場　】
場所：アスプコンピュータスクール山形校
住所：山形市城南町１－１１－３　１Ｆ
電話：０２３－６４７－８１６６
※駐車場はございません。近隣の有料駐車場等を
ご案内します。（斡旋はしておりません。）

アスプコンピュータ
スクール山形校

山形職業能力開発専門校

窓口機関 郵便番号 住所 電話番号

山形公共職業安定所 990-0813 山形市桧町２－６－１３ ℡０２３－６８４－１５２１

米沢公共職業安定所 992-0012 米沢市金池３－１－３９ ℡０２３８－２２－８１５５

新庄公共職業安定所 996-0011 新庄市東谷池田町６－４ ℡０２３３－２２－８６０９

長井公共職業安定所 993-0051 長井市幸町１５－５ ℡０２３８－８４－８６０９

村山公共職業安定所 995-0034 村山市楯岡五日町１４－３０ ℡０２３７－５５－８６０９

寒河江公共職業安定所 991-8505 寒河江市西根字石川西３４０ ℡０２３７－８６－４２２１
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就職支援

Windows7 Microsoft Office2010を使用します。

★雇用保険受給資格者で、公共職業安定所長から「受講指示」を受けた方には、訓練期
　　間中 「基本手当・受講手当」及び該当者には「通所手当」が支給されます。

★雇用保険を受給できない方が、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練を受講
する場合に、一定の要件を満たせば「職業訓練受講給付金」を受けられる場合がありま
す。訓練期間中、安心して訓練を受けていただくための制度です。
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